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令和４年度版 男女共同参画の推進に関する年次報告書について 

 

 

この年次報告書は、北本市男女共同参画推進条例（平成 18 年 7 月 1 日施行）に基づき、本市

の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするために作成したもので、第 1 部・

第 2部構成からなる報告書です。 

第 1部は、各種統計・調査等資料を基に男女共同参画の推進状況についてまとめています。 

第2部では、市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするため、令和3年

度における第五次北本市男女行動計画の取り組み状況を記載しています。 
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１ 社会環境の状況 

（１）人口の推移 

国勢調査によると、令和２年 10月 1日現在の北本市の人口は 65，201人、世

帯数は 27，403世帯で、一世帯あたりの人員は 2.3人となっています。 

平成 7年までは、人口増加率 10％前後と人口が増加傾向にありましたが、その

後、横ばいとなり、平成 17年以降は微減が続いています。一方、世帯数は増加して

います。 

 

本市の人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年 10月 1日現在                

： 

69,929 69,524 70,126 68,888 67,409 65,201 
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（２）世帯の推移 

本市と全国、埼玉県の一般世帯構成比を比較してみると、本市は核家族世帯が

65.1%と高い割合を占めていることが特徴としてあげられます。 

一方で「単独世帯」は 28.5%と全国や埼玉県と比較して低い比率となっています。 

 

一般世帯構成比の比較（令和２年） 

 

本市における一般世帯数の推移をみると、「核家族世帯」及び「核家族以外の世

帯」の比率が低下し、「単独世帯」の比率が高くなりつつあることがうかがえます。 

また、平成 22 年度以降、「母子世帯」の比率は微減しており、世帯数も減少傾向

にあります。一方で、「父子世帯」は平成 22 年度から平成 27 年度にかけて比率、

世帯数ともに微減したものの、その後横ばいとなっています。 

 

本市の一般世帯数の推移 

 合計 
核家族 

世帯 

核家族

以外の

世帯 

非親族

を含む

世帯 

単独 

世帯 
その他 

(再掲） 

母子 

世帯 

(再掲） 

父子 

世帯 

令和 

2 年度 

世帯数 27,378 17,824 1,519 236 7,797 2 298 49 

構成比 

(％） 
100.0 65.1 5.5 0.9 28.5 0.0 1.1 0.2 

平成 

27 年度 

世帯数 26,822 18,088 1,838 186 6,710 0 365 49 

構成比 

（％） 
100.0 67.4 6.9 0.7 25.0 0.0 1.4 0.2 

平成 

22 年度 

世帯数 25,847 18,035 2,128 220 5,464 0 421 66 

構成比 

（％） 
100.0 

69.8 
8.2 0.9 21.1 0.0 1.6 0.3 

 

 

 

資料：国勢調査 ※一般世帯…世帯総数から「施設」や「学校」等の世帯数を除いています。 

※非親族を含む世帯…二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にない人がいる世帯 
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（３）高齢化の推移 

全国的に高齢化が進むなか、本市も同様に、高齢化率は年々上昇し続けていま

す。平成 27 年には全国平均を上回ると、令和 2 年度には本市の高齢化率は３２．

６％となり、全国・県と比較して高齢化が進んでいます。 

高齢化率の推移 

 

※高齢化率・・・65歳以上の人口が全人口に占める割合 

 

（４）少子化の進行 

合計特殊出生率は、15 歳～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、

１人の女性が生涯に生むと推定される子どもの数を表します。平成 30 年は、全国・

県・市いずれも、前年度より減少していますが、本市においては令和元年より増加に

転じ、全国・県との差が縮小しています。 

 

合計特殊出生率の推移

 

14.6
17.4

20.2
23.0

26.6

28.7

10.1
12.8

16.4 20.4

24.8
27.1

8.7

11.8

16.3

21.8

28.3

32.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

(％）

全国 埼玉県 北本市

資料：国勢調査 
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（５）女性の年齢別労働力率 

日本の女性の労働力率をみると、子育てや家事等が多忙になる 30 歳代では、女

性の労働力率が落ち込む傾向がみられます。年代別の労働力率を表すグラフの形

状から「Ｍ字型曲線」といわれています。 

埼玉県の特徴は、Ｍ字型曲線の谷が深く、その後の年代においても労働力率は

全国よりも低いという傾向がみられます。本市の状況をみると、令和 2 年の 30～

34 歳の女性の労働力率は 75.8%、35～39 歳の労働力率は 75.5％となってお

り、埼玉県と比べ若干高い水準となっています。また、ほとんどの年齢階級で平成

27年より令和 2年で労働力率が上がっています。 

 

女性の年齢別労働力率（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の年齢別労働力率（経年比較） 
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（６）審議会等の委員における女性の登用率 

政策の立案や意思決定の過程において女性が参画することは、女性の視点を政策

に反映するという意味で重要な取り組みです。 

本市では、「北本市男女共同参画推進条例」の第 14条第 3項において審議会等委

員の委嘱にあたって積極的格差是正措置を講ずることを規定しています。 

本市の審議会等の委員における女性の比率は、平成 24年度の 35.5%をピークに

減少傾向が続いた後、平成 27 年度以降はほぼ横ばいでしたが、令和 2 年度には

25.6%と減少しました。 

委員の選出方法が、関係団体からの推薦、選挙などによって選出する形態の審議

会・委員会等が多く、男女の比率を調整することが難しい状況ではありますが、第五次

計画でも、女性の比率の数値目標 40.0％を引継ぎ、達成に向けて取り組んでいきま

す。 

 

審議会等の委員における女性登用率推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.5 

33.5 33.3 

30.0 30.8 
31.6

29.7
31.7 

25.6 25.7

34.6 

35.9 

37.8 38.2 38.1 
37.0

38.8 39.1 38.7 39.3

10

20

30

40

50

平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年 令和2年 令和3年

％

北本市

埼玉県

資料：北本市 埼玉県人権・男女共同参画課

※各年４月１日現在
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２ 男女共同参画に関する意識 

（１）男女平等観 

様々な分野における男女平等観については、【教育】の分野は「平等になっている」

という回答が 49.9％と、半数に近い値となっています。 

しかしながら、【政治】、【社会通念や慣習・風潮】、【社会全体でみた場合】では「男

性の方が優遇されている」が過半数以上を占め、【職場】や【法律や制度】では 50％

に近い高い割合となっています。 

 

男女平等観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北本市男女共同参画に関する意識・実態調査報告書（令和３年度） 
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7.2 

8.7 

10.4 

5.0 
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5.0 

3.8 

0.9 

1.4 

1.3 

1.8 

3.1 

5.8 

3.3 

4.8 
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3.1 

2.0 

2.5 

27.1 

31.0 

37.4 

49.4 

10.7 

8.9 

61.6 

58.8 

17.9 

19.5 

34.3 

28.3 

58.4 

59.6 

54.0 

50.4 

32.4 

28.8 

28.5 

25.0 

32.7 

27.7 

23.8 

21.6 

49.3 

41.0 

39.1 

39.8 

26.7 

25.8 

32.1 

33.1 

2.6 

3.3 

6.8 

5.4 

5.7 

4.2 

3.8 

3.8 

3.9 

3.9 

4.1 

5.1 

3.3 

4.3 

3.1 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

令和3年度

平成28年度

平等になっている 女性の方が優遇されている
男性の方が優遇されている どちらともいえない
無回答

①家庭

令和3年度（n=  953）

平成28年度（n=1,024）

②職場

③教育

④政治

⑤地域活動

⑥法律や制度

⑦社会通念や

慣習・風潮

⑧社会全体で

みた場合
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 （２）「男は仕事、女は家庭」という考え方 

「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「そう思わない」（5６．６％）が最

も高く、約半数を占めています。一方、「そう思う」は９．２％となっています。 

前回調査（平成 ２８ 年度、５０．３％）と比較すると、「そう思わない」は 1 ポイント

増加しています。一方、「そう思う」は前回調査（平成 28 年度、11.8％）から 2.6 ポ

イント減少しています。性別による固定的な役割分担意識は徐々に解消されていく

傾向が伺えます。 

 

「男は仕事、女は家庭」という考え方の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北本市男女共同参画に関する意識・実態調査報告書(令和３年度) 

9.2 

11.8 

14.1 

56.6 

50.3 

49.3 

30.2 

33.6 

32.4 

2.8 

2.1 

2.6 

1.2 

2.2 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和3年度（n= 953）

平成28年度（n=1,024）

平成23年度（n=935）

同感する（そう思う） 同感しない（そう思わない）

どちらともいえない わからない

無回答
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（３）社会の男女平等で重要なこと 

社会の男女平等で重要なことは、「男女を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通

念、慣習・しきたりを改めること」で約 4割と最も高くなっています。 

性別にみると、「男女を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを

改めること」、「法律や制度の上での見直しを行い、性差別につながるものを改める

こと」などの啓発に関することは男性の方が高いのに対し、「女性の就業、社会参加

を支援する施設やサービスの充実を図ること」は女性の方が 5.5 ポイント高くなって

います。 

 

社会の男女平等で重要なこと 

男女を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、
慣習・しきたりを改めること

法律や制度の上での見直しを行い、
性差別につながるものを改めること

女性自身が経済力をつけたり、知識や技術を習得
するなど、積極的に力の向上を 図ること

女性の就業、社会参加を支援する施設やサービ
スの充実を図ること

政府や企業などの重要な役職に一定の割合で
女性を登用する制度を採用・充実すること

その他

わからない

無回答

36.7

15.4

12.7

12.9

7.7

1.2

9.4

4.2

42.9

19.2

11.3

7.4

7.0

2.2

8.6

1.4

0% 20% 40% 60%

女性(n=521)

男性(n=417)

資料：北本市男女共同参画に関する意識・実態調査報告書（令和３年度） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 北本市の男女共同参画施策の実施状況 
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１ 第五次北本市男女行動計画の推進 

（１）計画の期間 

この計画の期間は、平成 30（2018）年度から令和 4（2022）年度までの 5年間

とします。 

 

（２）計画の概要 

基本理念 

この計画は、「北本市男女共同参画推進条例」第３条の基本理念に基づき、男女

共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

１ 男女の人権の尊重 

２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

３ 政策等の立案及び決定への共同参画 

４ 家庭生活における活動と社会生活における活動への参画 

５ 国際協調 

６ 個人の尊厳を害する暴力の根絶 

７ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重 
 

基本目標 

この計画は、次の基本目標に基づいて施策を展開します。 

 

１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

家庭や学校教育の場、働く場や地域社会等あらゆる分野において、市民一人ひ

とりが男女共同参画の意識を持って行動することができるよう、意識啓発や広報

活動、男女共同参画の視点に立った教育の推進を行います。 

 

２ 男女がともに活躍できる環境づくり 

経済分野や意思決定の場における女性の活躍推進に向けて、多様な働き方へ

の支援やあらゆる意思決定の場における女性の登用を促進します。 

また、働きやすい職場環境の整備に向けた企業への働きかけを行うなど、男性

も働きやすく、家庭生活等へ積極的に参画できる基盤整備を行います。 

 

３ 心豊かな生活の基盤づくり 

男女がともにあらゆる分野に参画し、生涯にわたって心豊かな生活を送ること

ができるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた子育て・介護サービスの充

実や、男女がともに子育て・介護を担うための講座の充実等に努めます。 

また、妊娠や出産の自己決定権等に関する生命と性の尊重の意識づくりの普

及を行うとともに、高齢者や障がいのある人、ひとり親家庭等、支援を必要とする

人が、それぞれの能力を発揮し、安心して暮らすことができる環境の整備を行い

ます。 
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４ あらゆる暴力の根絶 

配偶者等からのあらゆる暴力の根絶に向けて、身体的暴力のほか、精神的暴

力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力等、性別や年代を問わず、あらゆる暴力

を暴力として認識するための知識の普及に努めます。 

また、実際に被害を受けた人が安心して相談でき、適切な支援につなげること

ができるよう、相談体制の充実や緊急避難体制の確保、自立のための支援体制

の強化に取り組みます。 

 

５ 男女共同参画の推進体制の強化 

本計画の推進に向けて、各主体が男女共同参画社会の実現に向けた共通の認

識を持ち、様々な立場から取組を展開することができるよう、市、市民、事業者及

び民間団体等との連携強化に向けた情報共有や人材の育成に取り組みます。 

また、庁内推進体制の強化に向けて、すべての職員が男女共同参画の重要性

を認識することができるよう、研修の実施に加え、女性の管理職登用や男性の育

児休業取得を促進するなど、庁内における男女共同参画の推進に取り組みます。 



　（3）施策体系

基本目標 基本的な課題

２　相談体制の充実

５　男女共同参画の推進体制の
　　強化

１　計画の総合的な推進体制の充実

１　男女共同参画社会の実現に
　　向けた意識づくり

１　男女共同参画に関する教育・啓発や意識・
　　気運づくり

１　働く場における男女共同参画の推進

２　あらゆる分野の意思決定における男女共同
　　参画の推進

２　男女がともに活躍できる
　　環境づくり
　　【北本市女性活躍推進計画】

４　あらゆる暴力の根絶
　【北本市配偶者等からの暴力の
　防止及び被害者支援基本計画】

１　ワーク・ライフ・バランスの推進

２　安心して暮らせる環境整備

１　暴力の根絶のための意識啓発

３　心豊かな生活の基盤づくり

３　暴力被害者の保護・支援

11



施策の方向性

　①　男女共同参画推進のための意識啓発・広報活動の推進

　②　男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

　①　経済分野における女性の活動支援

　②　男女がともに働きやすい職場環境の整備

　①　政策・意思決定の場における女性の参画促進

　②　防災・防犯分野における男女共同参画の推進

　①　男女がともに取り組む子育て・介護への支援

　②　仕事と家庭生活の両立支援

　①　誰もが地域で生き生きと暮らすための支援

　②　生命と性の尊重の意識づくり

　①　意識啓発・広報の充実

　②　地域における暴力防止対策の推進

　①　相談体制の充実

　①　被害者の安全確保・緊急避難体制の確保

　②　被害者の自立支援

　①　庁内における男女共同参画の推進

　②　庁内推進体制の充実

　③　計画の進行管理

　④　調査研究・情報の収集と提供

　⑤　国・県・市民・団体・事業者等との協働
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２ 第五次北本市男女行動計画の事業の推進状況 

第五次北本市男女行動計画に位置づけられた事業の令和 3 年度の実施状況は以

下のとおりです。 

 

（１）総括 

第五次北本市男女行動計画では、以下の基準に基づき、各課が事業の進捗状況

を評価しています。 

＜評価基準＞  Ａ…計画どおり達成 

Ｂ…概ね達成 

Ｃ…達成半ば 

Ｄ…不十分 

Ｅ…未実施 

 

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

事業数 3 12 1 0 0 １6 

総事業数

に占める

割合 

18.8％ 75％ 6.2％ 0％ 0％ １００％ 

 

主な事業として、啓発紙の発行や講座の開催、学校での男女平等教育、人権意識

の高揚のための事業等を実施しています。 

広報紙やホームページを活用した広く一般への啓発、学校での男女平等教育や生

徒への啓発、保護者を対象とした家庭学級の開催など、さまざまな機会を捉えて啓発

事業を展開し、多くの市民に、男女共同参画に関する学習の機会を提供しました。 

また、人権啓発資料を作成し配布、啓発講座の開催により、人権意識の高揚を図っ

ています。 

意識啓発の成果は、長い時間をかけて徐々に現れるものであるため、今後も継続し

て啓発や広報、教育に取り組んでいく必要があります。 
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基本目標２ 男女がともに活躍できる環境づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

事業数 ０ １６ 3 1 3 ２３ 

総事業数

に占める

割合 

０％ 69.6％ 13％ 4.4％ 13％ １００％ 

 

主な事業として、女性の起業・再就職支援、男女がともに働きやすい職場環境整備、

防災・防犯分野における参画など、女性の社会進出を促進する事業を実施しています。 

政策や意思決定の過程である審議会等では、女性委員の割合を４０％とする目標

値を定め、意思決定の場に女性が積極的に参画できるよう努めていますが、目標達成

には至っていない状況です。引き続き、審議会等における女性の登用状況を把握し、

政策・意思決定過程への女性の参画を進めます。 

また、防災分野において女性等のニーズを反映した対策を進めるため、北本市地域

防災計画において女性や災害時要支援者等に対し配慮するよう定めており、避難所

における対応職員は必ず１人女性を配置しています。 

今後、男女ともに個性と能力を発揮し、社会参画を進めることができるよう、職場環

境整備のための支援等を継続して行っていきます。 

 

基本目標３ 心豊かな生活の基盤づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

事業数 4 28 0 2 1 ３5 

総事業数

に占める

割合 

11.4％ 80％ 0％ 5.7％ 2.9％ １００％ 

 

主な事業として、ワーク・ライフ・バランス推進のための子育て支援や介護支援、誰も

が安心して暮らすためにひとり親家庭・高齢者・障がい者・ＬＧＢＴQ（性的マイノリティ）

への支援、ライフステージに合わせた女性の健康づくりに関する支援等を実施してい

ます。 

仕事と家庭生活の両立支援としては、ステーション保育事業や延長保育事業、病

児・病後児保育事業を実施し、地域で働く女性を支援しています。勤務形態の多様化

に伴う休日保育の需要への対応等、新たな課題も発生しています。 
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ひとり親家庭に対しては、父又は母が就職に有利な資格を取得するため修学してい

る間、高等職業訓練促進給付金等を支給し、生活の負担の軽減を図ることによって、

就労を支援しています。 

高齢者や障がい者が地域で安心して暮らすために、権利擁護の支援や相談事業等

を実施するとともに、多様な個性や価値観、生き方を認め合う社会に関する理解を深

めるため、市民向けの講座を開催しました。 

少子高齢化が進む中、年齢に配慮した健康づくりや体力づくり、子育て支援、介護

サービスの需要の増大が見込まれるため、引き続き、きめ細かな取組が必要です。 

 

基本目標４ あらゆる暴力の根絶 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

事業数 11 14 2 0 ０ ２７ 

総事業数

に占める

割合 

40．７％ 51.9％ 7.4％ 0％ ０％ １００％ 

 

主な事業として、女性に対する暴力の根絶のための啓発、暴力被害者の支援等を

実施しています。 

近年、ＤＶ被害者の相談内容は複雑化し、様々な問題を抱えているケースが多く、Ｄ

Ｖ支援担当課だけでは対応が難しい状況にあります。よって、有事に対応できるよう、

庁内各課との連携体制を整えました。また、「暴力は決して許されるものではない」との

認識を広げ、暴力が根絶することを目指し、パネル展の開催、全職員の名札にパープ

ルリボンの貼付、パープルリボンをモチーフにしたタペストリーの作製、市内事業所と

の共催によるパープルライトアップ事業、新成人へデートＤＶパンフレットの配布等様々

な啓発に取り組みました。 

配偶者等からのあらゆる暴力の根絶のため、引き続き啓発を行っていきます。 
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基本目標５ 男女共同参画の推進体制の強化 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

事業数 6 ７ 2 １ 0 １６ 

総事業数

に占める

割合 

37.5％ 43.8％ １2.5％ 6.2％ 0％ １００％ 

 

主な事業として、計画の総合的な推進に向け、事業の進捗状況の把握と評価を行 

い、年次報告書としてとりまとめました。年次報告書は、市ホームページでも公表して

います。 

北本市役所の男性職員の出産又は育児に係る休暇等の取得状況については、令和

2年度は、配偶者出産休暇取得者が 6人、育児参加のための休暇取得者が 4人、育

児休業取得者は 2 人でした。令和 3 年度は配偶者出産休暇取得者が 4 人、育児参

加のための休暇取得者が 4 人、育児休業取得者は 2 人でした。引き続き、男性職員

が育児休業等を取得しやすいよう、男性自身の固定的な性別役割分担意識の解消を

図ります。 



（２）一覧（男女共同参画の推進に関する事業の推進状況評価シート）

基本目標Ⅰ 【男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり】
１－１　男女共同参画に関する教育・啓発や意識・気運づくり
１－１－①男女共同参画推進のための意識啓発・広報活動の推進

男女共生塾
の開催

男女共同参画についての学習
機会を提供し、地域での男女
共同参画を進める。
男女共同参画の専門的な講
座は県男女共同参画推進セン
ター（With You さいたま）で
開催しているため、市では、親
しみやすいテーマの講座を開
催する。

令和4年3月13日(日)に外部講
師を招聘し、文化センターにおい
て、渋沢栄一が目指した社会平等
の取組を通して、男女共同参画の
重要性を理解する講座を開催し、
39人の市民等が受講した。

A

引き続き、男女共同参画社会の
実現に向けての意識づくりを推進
するため、市民に親しみやすい
テーマの講座を開催する。

人権
推進
課

男性に向け
ての男女共
同参画の啓
発

講座や広報紙等を通じて、男
性にとっての男女共同参画に
ついての啓発を行う。

編集協力員との協働により県男
女共同参画推進センター職員へ
取材を行い男女共同参画情報紙
「シンフォニー」を作成し、広報き
たもと１月号に合わせて全戸へ配
布した。

B
男性がより興味を持てるような講
座の開催や情報紙の発行を推進
する。

人権
推進
課

男女共同参
画に関する
法令、条例
の周知

さまざまな機会を通じて、男女
共同参画に関する法令、条例
の周知を図る。

市ホームページへの掲載および６
月23日（水）～6月29日（火）に
開催した男女共同参画推進パネ
ル展での掲示において、北本市男
女共同参画推進条例等の周知を
図った。

B
情報発信媒体及びイベント開催
等、様々な機会を通じて引き続き
周知を図っていく。

人権
推進
課

男女共同参
画コーナー
の充実・利
用促進

男女共同参画推進拠点施設
の充実及び利用促進を図る。

庁舎２階に開設している男女共同
参画コーナーにおいて、男女共同
参画に関する書籍やチラシ等を配
架し、市民に対する情報発信を
行った。また、男女共同参画コー
ナーについて、市ホームページへ
の掲載を行い周知を図った。

B
認知度を高めるため、周知方法を
検討し、男女共同参画コーナーの
周知を拡大する。

人権
推進
課

男女共同参
画推進パネ
ル展の開催

男女共同参画社会の重要性
を啓発するため、パネル展を
開催する。

6月23日（水）～6月29日（火）に
文化センターエントランスホール
で開催し、社会で活躍する女性の
紹介、北本市男女共同参画推進
条例、北本市男女行動計画等の
啓発を行った。

A

パネル展の開催テーマについて
は、社会の動向に配慮の上検討
し、引き続き男女共同参画社会の
重要性について啓発を図る。

人権
推進
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

男女共
同参画
に関す
る講座
や啓発
活動の
推進

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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市の刊行物
等における
男女共同参
画の視点の
徹底

市から発信する情報につい
て、男女共同参画に配慮した
ものにするため、職員の意識
啓発を行う。

県作成の「男女共同参画の視点
から考える表現ガイド」を各部署
に配布し、男女共同参画の視点に
基づき刊行物等を作成するよう
職員に啓発を行った。

B
様々な機会や方法により、引き続
き職員の男女共同参画に対する
意識の向上に向けた啓発を図る。

人権
推進
課

「シンフォ
ニー」の発行

男女共同参画社会実現にむ
けて、男女共同参画の推進を
あらゆる分野で進める必要性
について、市民の理解と意識
啓発を図るために啓発情報紙
を発行する。A４版のものを年
１回発行し、全戸配布。編集を
行う編集委員については公募
する。

公募を経て委嘱した4人の編集協
力員（男女各2名）と、協働により
原稿を編集の上、24，000部作
成し、広報きたもと１月号とあわせ
て全戸に配布および市ホーム
ページに掲載した。

A

掲載内容について、社会の状況に
対応したものとするよう引き続き
考慮した上で作成を行い、市民の
男女共同参画に対する意識の向
上を図る。

人権
推進
課

広報紙や
ホームペー
ジを利用し
た意識啓発

男女共同参画社会の実現の
重要性を周知するため、啓発
と情報提供を進める。必要に
応じて男女共同参画社会に関
する情報及び啓発記事を広報
やホームページに掲載する。

男女共同参画情報紙「シンフォ
ニー」及び市ホームページに男女
共同参画に関する記事を掲載し
周知した。
男女共同参画に関する各イベント
等の情報について、市ホームペー
ジおよび広報きたもとに随時掲載
した。

B
男女共同参画社会の実現の重要
性についてさらなる周知を図れる
よう方法等の検討を進める。

人権
推進
課

広報紙や
ホームペー
ジを通じた
家庭教育情
報の提供

人権尊重の高揚と男女共同
参画社会実現の重要性を周
知するため、啓発と情報提供
を進める。性による差別は、基
本的人権を侵害するものであ
り、人権尊重意識を社会に浸
透させることが重要であること
を周知する。また、男女共同参
画社会実現に向け、広く市民
に意識啓発を進める。

2月に人権教育啓発資料「ふれあ
い」及び人権教育推進委員会広
報「けやき」を発行し、市内全戸に
配布した。人権尊重社会の推進と
意識の高揚を重視し、男女共同
参画社会実現に向けて、広く市民
への意識啓発に努めた。

B

今後も、男女共同を意識した人権
啓発を継続的に進めていくため
の手法について、検討が必要であ
る。

生涯
学習
課

団体や
個人に
向けた
男女共
同参画
意識の
高揚

表彰制度の
整備

男女共同参画の推進に取り組
む意識を高めるため、男女共
同参画の推進に寄与している
個人・団体等を表彰する制度
の整備について検討する。

社会の動向を考慮し、他自治体
の取組を参考にした上で、今後の
制度の在り方を検討し、改定方針
を作成した。

C

男女共同参画の推進に取り組む
事業所及びＬＧＢＴＱへの理解を
推進する事業所を認証する制度
に改定する。

人権
推進
課

広報紙・
ホーム
ページ
等によ
る男女
共同参
画に関
する広
報活動
の推進

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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１－１－②男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

男女平等の
視点を取り
入れた学校
の教育活動
の推進

男女混合名簿や呼名時の順
番で男女分けを行わないこと
などを通して、男女の性別によ
る役割分担にとらわれない考
え方を身につけることにより、
男女共同参画社会の基盤づく
りを進める。

男女分け隔てなく「さん」付けで呼
ぶ等といった取組を通して、性別
にとらわれない考え方を育んだ。

B
形式的なものだけでなく、男女平
等の意識について、指導する教師
側の意識をさらに高めていく。

学校
教育
課

男女平等教
育の推進

人権に対する正しい知識理解
をもとに、男女平等の意識の
浸透を図り、小中学校段階に
おける男女共同参画社会の基
礎づくりを推進するとともに、
男女が互いに尊重し合い、差
別のない社会の構築を目指
す。

児童生徒の発達段階に応じた指
導について、各中学校区で小学
校と中学校の間でも教員間での
共通理解を深めることができた。

B
男女平等の意識の下、さらに教職
員間の共通理解を図りながら指
導にあたっていく。

学校
教育
課

教職員研修
の充実

男女共同参画の問題を人権
問題としてとらえ、教職員の意
識啓発と資質の向上を図る。

児童生徒を適切に指導しなけれ
ばならない教職員自らが、男女平
等に関する正しい理解と人権感
覚を身に付けることができた。

B
新採用教員や経験の浅い教員の
増加に伴い、教職員研修をより一
層充実させる必要がある。

学校
教育
課

保護者への
啓発の充実

学校での男女共同参画推進
教育を通して保護者への啓発
を図る。

小・中学校での男女平等に関する
取組を学校だよりやホームページ
を通して伝えた。また、学校行事
等で保護者に対して依頼や啓発
を行った。

B
保護者の意識の現状や、啓発状
況を確認することが難しい。

学校
教育
課

社会的・
文化的
な固定
観念に
とらわ
れない
キャリア
教育の
推進

進路指導の
充実

いわゆる「出口指導」としての
進学・就職指導から脱却し、
個に応じた進路指導を充実す
ることによって、社会的・文化
的な固定観念にとらわれない
生き方について考える態度を
身に付けさせる。男女の性別
によって進路が制限されたり
することのないよう、個に応じ
た生き方指導として進路指導
を充実させ、男女共同参画社
会の基盤づくりを進める。

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、3日間の職場体験事
業は中止となったが、推進委員会
を実施し、代替案について検討
し、各学校へ提案した。学校生活
のあらゆる機会をとらえ、男女が
お互いを尊重しながら助け合うこ
とで社会が構築されていることを
講話や動画視聴等を通して感じ
させることができた。

B

発達の段階に合わせた継続的な
指導方法の工夫が必要である。
キャリア教育推進委員会で、各学
校の取組を参考にし、共通理解を
さらに深める必要がある。

学校
教育
課

国際的
な視点
を持っ
た男女
共同参
画の推
進

国際理解教
育の推進

学校において、各教科等の時
間をとおして日本及び諸外国
の文化・伝統等について深い
理解をもち、国際社会におい
て信頼され、世界平和と発展
に貢献するような児童・生徒を
育成する。

男女平等に関する活動等の啓発
を行うとともに、教職員の指導力
を向上させるための情報提供や
研修を計画的に実施した。

Ｂ

今後さらに伝統・文化、そして多
様な性や考え方を尊重し、グロー
バル化に対応する教育の推進を
図るための方策を検討していく。

学校
教育
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

男女共
同参画
の視点
に立っ
た学校
教育の
推進

保護者
や教職
員への
啓発活

動

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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基本目標Ⅱ　【男女が共に活躍できる環境づくり】
２－１　働く場における男女共同参画の推進
２－１－①経済分野における女性の活動支援

経済分野に
おける女性
の活動支援
に向けた意
識啓発

起業、経営をはじめとする経
済分野における女性の参画の
重要性を情報紙やホームペー
ジ等を通じて啓発し、女性の
経済分野への参画を促進す
る。

国や県が主催する市民又は企業
向けの講座等の開催情報につい
て、男女共同参画コーナーにチラ
シ等を配架して、随時周知を行っ
た。また、市ホームページで「県働
き方改革ポータルサイト」のリンク
を行い、女性の経済分野への参
画を促進するための周知を行っ
た。

B

国、県及び市が企画又は発信す
る情報を積極的に市ホームペー
ジ等に掲載し、経済分野における
女性参画を促進する情報をより
一層周知する。

人権
推進
課

農業に従事
する女性へ
の支援

多様化する労働形態に対応
し、働く意欲のある女性が、家
庭や地域での生活を大切にし
ながら働き続けられるような
環境づくりを進める。

県の要項に基づき、地域において
積極的に農業経営に従事し、農業
における男女共同参画を推進し
ている女性農業者を「さいたま農
村女性アドバイザー」として認定
するよう推進した。

B
女性農業者視察研修は参加者が
固定しており、新たな参加者を増
やすための工夫が必要である。

産業
観光
課

商工自営業
等に従事す
る女性への
支援

多様化する労働形態に対応
し、働く意欲のある女性が、家
庭や地域での生活を大切にし
ながら働き続けられるような
環境づくりを進める。

商工会への事業費の助成を通し
て、同会女性部の広報発行等の
活動の支援を行った。

B
商工会等と連携しながら、固定的
な役割分担意識の解消に向けた
取組の検討を進める。

産業
観光
課

女性の起
業・再就職
支援

女性の再就職や起業のための
情報提供や多様な働き方につ
いての啓発を行う。

国や県が主催する講座等の開催
情報について、男女共同参画コー
ナーにチラシ等を配架して、随時
周知を行った。また、市ホーム
ページで「県働き方改革ポータル
サイト」のリンクを行い、女性の経
済分野への参画を促進するため
の周知を行った。

B
引き続き、女性の起業及び再就
職支援に関する情報提供等を行
う。

人権
推進
課

女性の起
業・再就職
支援

商工会と連携した相談体制に
より支援を行うとともに、起業
に関する支援制度や講座、相
談窓口等についての情報提供
を行い、起業をめざす女性を
支援する。また、女性の再就
職についての講座の情報や相
談窓口の情報提供を行う。

「創業スタートアップ塾in北本」を
創業ベンチャー支援センター埼玉
及び金融機関等と連携し全5回
実施した。
女性の参加申込は全体の36％で
あった。
また、県との共催で「県女性キャリ
アセンター就職支援セミナーin北
本」を実施し、７名の参加があっ
た。

B

商工会との連携がやや不足して
いるため、連携を強化する必要が
ある。
講座等へ、より女性が参加しやす
くなるための工夫、周知方法の検
討が必要である。

産業
観光
課

無料職業紹
介所の充実

地域で就職したい方を対象に
希望と能力に応じた職業に速
やかに就くことができるよう、
きめ細やかな相談を実施す
る。

市民の雇用の促進と商工業の振
興のため引き続き相談業務を週2
回実施し、女性の社会参加を支
援した。
求人件数は161件、求職件数は
102件、就職件数は6件であっ
た。

B

就職者の増加を図るため、求人
登録事業者の拡大による就労機
会の増加を図り、市民ニーズに応
える必要がある。

産業
観光
課

内職相談の
充実

内職に関する求人情報の提供
を始め、工賃やトラブル、苦情
などの相談を実施する。

内職に関する求人情報の提供
と相談業務を週2回実施し、家庭
にいながらも社会に参加する女性
への支援を行った。
相談件数は70件、求職件数は16
件、内職あっせん件数は10件で
あった。

B

内職を委託する登録事業者の拡
大により就労機会の増加を図り、
求職者の要望に応えていくことが
求められる。

産業
観光
課

推進
項目

事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業名

経済分
野にお
ける女
性の活
動支援

多様な
働き方
の実現
に向け
た支援

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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２－１－②男女がともに働きやすい職場環境の整備

各種法律・
制度等の周
知

男女雇用機会均等法等、法や
制度の周知を行い、労働の場
での男女共同参画を進める。

国や県からの法改正の情報収集
や制度周知のパンフレット等を課
内に備え、広報及び周知を図っ
た。

B

女性の社会進出のための国や県
の政策や制度改正等を、遅れるこ
となく広報及び周知していくこと
が求められる。

産業
観光
課

パートタイム
労働法の啓
発

パートタイム労働法を周知、啓
発することでパート労働者の
労働条件の向上を図る。女性
が多いパートタイム労働者の
労働条件は、フルタイム労働
者と比べて、不利な条件であ
ることが多いため、法の周知
を図る。

市役所の情報コーナーに、リーフ
レットの配架を行い、被害を最小
限に抑えられるよう啓発を行っ
た。

B
市役所の情報コーナーに、リーフ
レットの配架を行い、被害を最小
限に抑えられるよう啓発を行う。

産業
観光
課

北本地区県
労働セミ
ナーの充実

労使を取り巻く労働問題や社
会情勢、法･制度等について、
正しい理解と認識を得るため
にセミナーを実施する。男女
雇用機会均等法、労働基準
法、育児介護休業法などの
法･制度の周知と事業者へ啓
発を行うことで、女性も働きや
すい環境を整備し、労働の場
での男女共同参画を進める。

7月2日（金）～3月25日（金）に
県と共催して、YouTubeを活用
したオンライン労働セミナーを開
催した。労働契約の締結・就業規
則、労働条件（賃金、労働時間、
休日・休暇）のルール、様々なトラ
ブル事例と対処法に関する情報
の周知を図った。

B

人々の興味関心が強く、かつ全て
の労働者が安心して働ける職場
づくりに効果的なトピックを選定し
広く周知することが必要であると
考える。

産業
観光
課

男性の育児
休業・介護
休業の取得
促進

男性の育児休業・介護休業の
取得促進のため、制度の周知
を図る。

国や県からの法改正の情報収集
を行い、育児・介護休業法の改正
について広報、ホームページを通
じて周知を図った。送付された
リーフレットを市役所の情報コー
ナーに配架した。

B

国や県からの法改正の情報収集
を行い、育児・介護休業法の改正
について広報、ホームページを通
じて周知を図る。送付されたリー
フレットを市役所の情報コーナー
に配架する。

産業
観光
課

両立支援制
度の周知

労働講座や啓発資料の配布
などを通じて、事業主に対して
仕事と家庭の両立支援制度の
周知を行う。

県と共催で7月2日（金）～3月25
日（金）にYouTubeを活用し、オ
ンライン労働セミナーを開催した。
労働契約の締結・就業規則、労働
条件（賃金、労働時間、休日・休
暇）のルール、様々なトラブル事例
と対処法に関する情報の周知を
図った。

B

人々の興味関心が強く、かつ全て
の労働者が安心して働ける職場
づくりに効果的なトピックを選定し
広く周知することが必要であると
考える。

産業
観光
課

経営者、管
理職を対象
とした研修
会の実施
【新規】

経営者や管理職を対象に、育
児・介護休業の取得促進等、
従業員が働きやすい職場環境
の促進に向けた研修会を実施
する。

7月2日（金）～3月25日（金）に
県と共催して、YouTubeを活用
したオンライン労働セミナーを開
催した。労働契約の締結・就業規
則、労働条件（賃金、労働時間、
休日・休暇）のルール、様々なトラ
ブル事例と対処法に関する情報
の周知を図った。

B
引き続き、従業員が働きやすい職
場環境の促進に向けた研修会を
実施する。

産業
観光
課

事業の実施状況 評価
推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

各種法
制度の
周知

経営者
や管理
職者へ
の理解
促進

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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各種ハラス
メント防止に
向けた啓発

セクシュアル・ハラスメント等
を防止するための意識啓発を
図り、性別による不利益を受
けることなく、職員が働きやす
い環境整備を支援する。

公務員倫理に関する研修につい
て、彩の国さいたま人づくり広域
連合の新規採用職員研修におい
て実施していたが、新型コロナウ
イルス感染症により中止となった
ため、庁内研修として実施した。

B

令和4年度の研修計画において、
公務員倫理、ハラスメント研修を
組み込んでいる。研修を実施でき
るよう努める。

総務
課

各種ハラス
メント防止に
向けた啓発

セクシュアル・ハラスメント等
を防止するための意識啓発を
図り、性別による不利益を受
けることなく、労働者が働きや
すい環境整備を支援する。

セクシュアル・ハラスメントやパ
ワー・ハラスメントを防止するため
のパンフレットや労働相談に関す
るチラシを配架し、周知及び啓発
を図った。
7月2日（金）～3月25日（金）に
県と共催で、YouTubeを活用し
たオンライン労働セミナーを開催
し、様々なトラブル事例と対処法
に関する情報の周知を図った。

B

セクシュアル・ハラスメントやパ
ワー・ハラスメントを防止するため
のパンフレットや労働相談に関す
るチラシ配架等を通じて、周知及
び啓発を図る。

産業
観光
課

担当
課

事業の実施状況 評価

各種ハ
ラスメン
トの防

止

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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２－２　あらゆる分野の意思決定における男女共同参画の推進
２－２－①政策・意思決定の場における女性の参画促進

審議会・委
員会等委員
への女性の
登用推進

政策、方針決定過程への女性
の参画を推進するため、毎
年、審議会、委員会等の女性
の割合について調査を実施
し、その割合を高めるよう努め
る。

審議会等への女性の登用に関す
る調査を実施し、その報告書を庁
内に配布した。また、調査照会時
と年度末に、政策及び方針決定
過程への女性の参画を推進する
よう周知を行った。

C

引き続き調査結果を報告書として
まとめて庁内に配布し、政策及び
方針決定過程への女性の参画を
推進するよう周知することで、審
議会等への女性の登用率を高め
るよう取り組む。

人権
推進
課

男女の偏り
のない審議
会運営の推
進

政策、方針決定過程で男女双
方の視点から審議することに
よってあらゆる角度からの意
見等を反映する。

審議会等への女性の登用に関す
る調査を実施し、その報告書を庁
内に配布するとともに、政策及び
方針決定過程への女性の参画を
推進するよう周知を行った。

C

審議会等では団体推薦により委
員を選出するため、委員等の男女
比率に偏りが生じる場合がある
が、女性の登用率の向上を推進
するよう庁内への周知等を図る。

人権
推進
課課

自治会
活動に
おける
リー
ダー的
役割へ
の女性
の参画
促進

自治会活動
におけるリー
ダー的役割
への女性の
参画促進

住民と身近な存在である自治
会は、より地域の実情に即し
た活動が求められている。地
域の活動においては、女性の
参加が見られるものの、各自
治会長に女性は少なく、地域
活動に女性が積極的に参加で
きるよう環境づくりを進める。

自治会への加入の促進や自治会
活動の推進を図った。

D

各自治会の地域活動においては
女性の参加が見られるが、地域の
総意で選出される自治会長の女
性就任は少ない。

くら
し安
全課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針事業の実施状況 評価
担当
課

審議会・
委員会
等委員
への女
性の登
用推進

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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２－２－②防災・防犯分野における男女共同参画の推進

日常的
な地域
防災活
動への
支援

自主防災組
織における
男女共同参
画の推進

地域防災組織の結成と育成を
図る。また、自主防災組織に
対し、防災対策における男女
のニーズの違いや女性・乳幼
児・高齢者等への配慮の必要
性など、男女共同参画の視点
の必要性について啓発に努め
る。

例年、防災訓練打ち合わせや区
長説明会において、自主防災組
織役員へ男女ともに選任すること
の重要性について周知している
が、R3年度においてはコロナ禍
により実施できなかった。

E
会議以外の機会に周知が必要で
ある。

くら
し安
全課

女性に配慮
した災害対
応、復興対
応の検討

災害対策及び復興対応にお
いて、女性のニーズを反映し
た対策を進めるため、男女共
同参画の視点から検討を行
う。

3名配置している避難所対応職
員のうち1名は女性職員を配置し
た。

B
引き続き、男女のバランスに配慮
した配置とする。

くら
し安
全課

男女共同参
画の視点に
立った避難
所運営の検
討【新規】

避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を
用いた講座の実施などを行
う。

例年、年1回程度の訓練を実施し
てきたが、コロナ禍により実施で
きなかった。

E
HUG訓練は密になりやすいこと
から、コロナ禍における訓練実施
が難しい。

くら
し安
全課

防犯体制に
おける男女
共同参画の
推進

地域防犯推進委員、自主防犯
組織等の地域防犯組織の活
動支援を行うとともに、犯罪の
起こりにくい環境整備を進め
る。また、犯罪被害者への支
援を行う。

現在11２の団体がある自主防犯
団体について、組織設立の支援
や防犯カメラの運用及び青パトに
よる防犯パトロールを実施した。
犯罪被害者に対する相談及び犯
罪被害者支援センター窓口の紹
介、犯罪被害者給付金等の教示
等を実施した。

C

自主防犯組織の把握と新規設立
の促進が停滞している。
犯罪被害者支援に関しては、活動
の周知と更なる広報が必要であ
る。

くら
し安
全課

防犯意識の
高揚

警察や防犯協会と連携し、防
犯指導や啓発活動を進め、防
犯意識の高揚を図る。

例年、振り込め詐欺や街頭犯罪
防止キャンペーン等を警察・防犯
協会と連携して実施しているが、
R3年度は新型コロナウイルス感
染症の影響により実施できなかっ
た。

E

女性の被害者が多い振込め詐欺
の件数が増加していることや手口
が多様化していることから重点的
に啓発・防止を図っていく。

くら
し安
全課

男女共
同参画
の視点
に立っ
た防災
体制の
整備

男女共
同参画
の視点
に立っ
た防犯
体制の
整備

担当
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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基本目標Ⅲ　【心豊かな生活の基盤づくり】
３－１　ワーク・ライフ・バランスの推進
３－１－①男女がともに取り組む子育て・介護への支援

保育所親支
援事業の充
実

子の育ちや子への関わりを学
び、親としての自覚と自信を高
め、家庭での養育力向上を図
るため、保護者の保育参加を
進める。

新型コロナウイルスの感染拡大を
防ぐため、施設内への立ち入りを
制限していたため、保護者参加の
行事は大幅に制限して実施する
か、未実施となっている。

E

引き続き、新型コロナウイルスの
感染拡大を防ぐための対応しつ
つ、保護者の保育参加をいかに
実現するかの検討を保育現場と
調整をとり、行っていく。

保育
課

子育てパン
フレットの発
行

子育てに関する情報提供を行
う。

「子育て応援ガイドブック」を、児
童館・子育て支援センター・小学
校・幼稚園・保育園及び認定こど
も園はじめ、市役所窓口において
子育て世代に配布した。

B
子育て支援制度の改正に合わ
せ、随時更新していく。

子育
て支
援課

マタニティセ
ミナー、パパ
のためのお
風呂の入れ
方講習会

安心・安全な妊娠期間を過ご
すとともに、出産後の育児に
ついて家族間で協力し合える
よう促す。

マタニティセミナー（前期）を6回
実施し42人が参加、マタニティセ
ミナー（後期）を６回実施し、115
人が参加した。

B
引き続き男女が共に子育てに取り
組めるよう、子育て世代包括支援
センターを中心に支援を行う。

健康
づく
り課

父親向けの
子育て参加
パンフレット
の配布

父親の育児への積極的な参
画の推進のため、子育てガイ
ドを配布する。

妊娠届出時・妊婦健康診査助成
券交付時に全384部配布した。

B
引き続き、父親の意識づくりのた
めの啓発に努める。

健康
づく
り課

男性の学校
行事等への
参画促進

父親も進んで児童・生徒の教
育に関わりを持ち、授業参観
等の学校行事への積極的な
参加を働きかけるよう、学校を
指導する。

運動会、体育祭などを土日に開催
することで、父親を含めた保護者
が参加しやすいようにした。しか
し、新型コロナウイルス感染症対
策のため、行事に参加できる保護
者の人数制限や回数を減らさざ
るを得なかった。

Ｂ

できるだけ多くの保護者がいずれ
かの学校行事に参加できるよう、
土日に限らず、年間行事の曜日を
工夫する必要がある。また、コロ
ナ禍でも学校行事等へ参画でき
るような新たな仕組みづくり（オン
ラインの活用）について、検討を要
する。

学校
教育
課

PTA家庭教
育学級の充
実

市民一人一人が生きがいを持
ち、社会の変化に主体的に適
応し、豊かな充実した人生を
過ごすために、社会・地域・健
康・趣味などの身近な問題に
ついて学習する機会を提供
し、合わせて地域づくりへの男
女共同参画を推進する。

開設を検討したが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため開
設しなかった。

D
父親の参加を増やすためにどうし
ていくか、企画内容も含めて検討
していくことが必要である。

生涯
学習
課

幼稚園家庭
教育学級の
充実

学習機会を提供し、保護者相
互の連携や協力を通じて、家
庭教育の充実を図る。

実施を検討したが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため実
施しなかった。

D

例年、男性の参加者が少なく、子
育てに協力的ではない家庭が多
いため、父親に対する家庭教育の
必要性が求められている。

生涯
学習
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針事業の実施状況 評価

男女が
ともに
取り組
む子育
てへの
支援

担当
課

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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認知症介護
教室の開催

要介護者等の家族に介護知
識や実際の介護方法について
の普及を図る。

認知症サポーター養成講座を5
回開催し、延べ109名が参加し
た。

B
男性参加者増加が課題であるた
め、講座への男性参加促進のた
めの啓発を行う。

高齢
介護
課

介護への男
性の参画促
進のための
啓発

女性に偏りがちな介護の意識
から、男女が共に担う介護へ
の転換を図る。

認知症サポーター養成講座にて
介護への男性の参加促進のため
の啓発を行った。

B
男性参加者増加が課題であるた
め、講座への男性参加促進のた
めの啓発を行う。

高齢
介護
課

介護者の集
いの開催

要介護状態にある方を介護し
ている家族等に対して、交流
会や教室等を開催し、少しで
も精神的負担の軽減を図れる
よう支援する。

「家族介護教室」の名称で１回開
催した。28名が参加した。

B
男性参加者増加が課題であるた
め、講座への男性参加促進のた
めの啓発を行う。

高齢
介護
課

男女が
ともに
取り組
む介護
への支
援

事業の実施状況 評価
推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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３－１－②仕事と家庭生活の両立支援

保育所の整
備

両親の就労等により保育に欠
ける児童に、子供の成長に望
ましい保育を実施する。女性
の社会参加、核家族化等によ
り、児童の置かれている家庭
環境が変化し、保育ニーズが
多様化している。就労形態に
合わせた保育サービスの提供
と保育所の整備充実を図り、
女性の社会参画を支援する。

保育の利用希望に合わせ、可能
な限り、必要な保育利用枠を確保
した。

B

今後、保育利用枠の不足を見込
まれる１歳児を中心に民間園への
受け入れ枠の拡大を要請するとと
もに小規模保育施設の設置の可
能性についても検討する。

保育
課

延長保育、
乳児保育、
一時保育事
業

両親の就労等により保育に欠
ける児童に、子供の成長に望
ましい保育を実施する。女性
の社会参加、核家族化等によ
り、児童の置かれている家庭
環境が変化し、保育ニーズが
多様化している。就労形態に
合わせた保育サービスの提供
と保育所の整備充実を図り、
女性の社会参画を支援する。

基本とされる1日あたり１１時間を
超えた延長保育、概ね生後６か月
からの乳児保育、保育所を利用し
ていない保護者のための一時保
育を実施し、幅広い時間における
保育ニーズや就労以外を理由と
する保育ニーズへの対応した。

A

利用者調査において見直しにつ
いての具体的なニーズが見受け
られなかったことから、現行サー
ビスの維持に努める。

保育
課

病児、病後
児保育事業

病気治癒後、保育所での保育
が困難な児童に対する保育を
実施する。

東保育所で病後児保育事業、中
丸保育園で体調不良児保育事
業、北里メディカルセンターで病
児保育事業を実施している。

A

利用者調査において見直しにつ
いての具体的なニーズが見受け
られなかったことから、現行サー
ビスの維持に努める。

保育
課

駅前保育ス
テーションの
充実

駅を利用する保護者の利便性
に配慮した育児支援を行う。

高尾保育園、深井保育所、東保育
所、中丸保育園、緑の詩保育園及
び北本東スマイルこども園を対象
として、高尾保育園への委託によ
り実施している。

B

令和元年度より対象施設を拡大
した所、待機者が少なく止まって
いることから、推移を確認して判
断する。

保育
課

ファミリー・
サポート・セ
ンター事業

市民の相互協力により、地域
での子育て支援を行う。子育
て支援の充実を図り、保護者
の就労及び家庭生活を支援
する。

児童館内においてファミリーサ
ポートセンター事業を実施した。
アドバイザーが市民の仲介をし、
子育ての手助けをしたい協力会
員と手助けしてほしい依頼会員と
の契約により事業を実施し、契約
件数は1,251件であった。市民の
相互協力により、地域での子育て
支援を行い、保護者の就労及び
家庭生活の安定を図った。

B 制度の周知徹底を図る。
子育
て支
援課

学童保育事
業

小学校就学児童のうち、保護
者が就労等により昼間家庭に
いない児童の健全な育成を図
る。

小学校就学児童のうち、保護者が
就労等により昼間家庭にいない
児童の健全な育成を、12室にお
いて実施した。保護者の就労等に
合わせ、小学校就学児童を保育
し、健全な育成を図った。

B
利用人数に合わせた受け入れ体
制の適正化を図るとともに、民設
学童の利用促進を図る。

子育
て支
援課

事業の実施状況 評価
推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

地域で
支える
子育て
環境の
充実

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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地域包括支
援センター
の利用促進

高齢者が可能な限り、住み慣
れた地域で生活を継続してい
けるよう、平成１８年４月１日
に、地域包括ケアの中核機関
として介護保険法に基づき創
設された地域包括支援セン
ター（４箇所設置）の利用促進
を図るため、市民等に周知を
行う。

6～7月の民生委員による65歳
以上の独居、75歳以上の高齢者
世帯等の状況把握の際に、利用
案内を配布した。

B

地域包括支援センターの認知度
が課題である。
広報において他の高齢者支援の
ための事業と合わせて周知を進
める。

高齢
介護
課

介護保険制
度について
の出前講座
の開催

介護保険制度の趣旨普及・啓
発を図る。

12月17日（金）に出前講座を開催
し、介護保険制度の説明を行っ
た。

B
啓発パンフレットでの周知だけで
はなく、実際に説明を行うことで
更なる周知に努める。

高齢
介護
課

事業の実施状況 評価

地域で
支える
介護

サービ
スの充

実

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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３－２　安心して暮らせる環境整備
３－２－①誰もが地域で生き生きと暮らすための支援

ひとり親家
庭等医療費
支給事業

ひとり親家庭等に対し、医療
費の一部を支給することによ
り、ひとり親家庭等の生活の
安定と自立を支援し、もってひ
とり親家庭等の福祉の増進を
図る。

医療保険制度で医療機関にか
かった場合に、原則として支払っ
た医療費の一部を支給した。受給
件数は、11,503件であった。

B

令和5年1月から、現物給付（窓口
払いなく受診可能）の範囲を県内
医療機関に拡大し、利便性の向
上を図る。

子育
て支
援課

児童扶養手
当支給事業

ひとり親世帯等の児童の心身
の健やかな成長に寄与するた
め、手当を支給し福祉の増進
を図る。

父母の離婚又は死亡などによって
父又は母と生計を同じくしていな
い子どもや、一定の障がいのある
子を育てている人に支給した。支
給件数は延べ6,524件であっ
た。

B
必要とする人が利用できるよう、
制度の周知徹底を図る。

子育
て支
援課

ひとり親家
庭等日常生
活支援事業

母子・父子家庭の母、父、児童
または一人暮らしの寡婦の一
時的な傷病等で、日常生活に
支障がある家庭に対し、必要
な家事等を行わせるため、ヘ
ルパーを派遣してひとり親家
庭等の福祉の増進を図る。

必要と思われる方に対し、ホーム
ページや市役所窓口等で、制度
案内を行った。利用件数は5件
だった。

B
必要とする人が利用できるよう、
制度の周知徹底を図る。

子育
て支
援課

母子生活支
援施設への
入所措置

配偶者のない女子等及びその
者の養育すべき児童を入所さ
せて、これらの者を保護する。
母子生活支援施設では居室
を提供するほか、生活上の心
配事や仕事の事、子どもの教
育の事等の問題解決の相談
を行う。

必要と思われる方に対し、ホーム
ページや市役所窓口等で、制度
案内を行った。措置件数は0件
だった。

B
必要とする人が利用できるよう、
制度の周知徹底を図る。

子育
て支
援課

ひとり親家
庭高等職業
訓練促進給
付金等事業

父子家庭の父又は母子家庭
の母の就業に有利な資格の取
得を促進するため、修学期間
の一定期間等について、高等
職業訓練促進費等を支給す
る。

父子家庭の父又は母子家庭の母
の就業に有利な資格の取得を促
進するため、修学期間の一定期
間等について、高等職業訓練促
進費等を延べ84人に支給した。

B
必要とする人が利用できるよう、
制度の周知徹底を図る。

子育
て支
援課

小中学校に
おける要保
護・準要保
護家庭に対
する補助事
業

親が安心して子どもを育てる
ことができるよう、また経済的
な理由で就学の機会が失わ
れることのないように、学校教
育に必要な経済的な援助を行
う。ひとり親家庭に対する経済
的な支援を行うことにより、安
心して生活できる環境を作り、
併せて女性が働き続けること
のできる環境作りを推進す
る。

就学援助に関する実施要綱に基
づき、就学援助を行った。また、コ
ロナ禍において、制度の周知徹底
のため、各家庭に通知を配布し
た。

B
必要な人に制度を利用してもらえ
るように、制度の周知徹底を図
る。

学校
教育
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

ひとり親
家庭等
への支

援

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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介護予防教
室等の開催

要介護状態になることを予防
することにより、健康な高齢者
を増加させるとともに、介護保
険制度の運営を円滑にする。
介護予防事業や啓発活動等
を行う。

介護予防の会を16回実施し、延
べ169人が参加した。若返り運動
教室を2か所で5回実施し、延べ
223人が参加した。高齢者学級
を2回開催し、延べ24人参加し
た。介護予防の必要性と啓発を
行った。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため介護予防の会
は5回中止となった。

B
新型コロナウイルス感染症影響下
において、継続可能な介護予防事
業を行うことが課題。

高齢
介護
課

啓発パンフ
レットの作
成・配布

介護保険制度の趣旨普及・啓
発を図る。

要介護認定申請時にパンフレット
を配布した。新たに第1号被保険
者となった方に介護保険ミニガイ
ドを配布した。

Ｂ
介護保険制度を周知し、適切な
サービスに繋げられるよう努め
る。

高齢
介護
課

介護保険制
度について
の出前講座
の開催

介護保険制度の趣旨普及・啓
発を図る。

12月17日（金）に出前講座を開催
し、介護保険制度の説明を行っ
た。

B
啓発パンフレットでの周知だけで
はなく、実際に説明を行うことで
更なる周知に努める。

高齢
介護
課

障がい
者への
地域生
活の支
援

障害者相談
支援事業の
実施

障がい者や介護者、家族等か
らの相談に応えたり、サービス
の利用援助や権利擁護のた
めの必要な支援を行うことに
より、自立した生活が営めるよ
う支援する。

障害者総合支援法に基づく相談
支援事業を3事業所に委託し実
施した。障がい者等からの電話相
談、訪問相談等を受け、適切な助
言や支援を行った。また、令和2
年度より緊急時や困難事例等に
対応する基幹相談支援センター
を設置し、相談支援事業所と連携
して実施した。

B

引き続き、基幹相談支援センター
及び相談支援事業所と連携して
事業を実施するとともに、基幹相
談支援センターについて、周知を
図っていく。

障が
い福
祉課

ＬＧBＴ
（性的マ
イノリ
ティ）へ
の支援

ＬＧBＴ（性
的マイノリ
ティ）への理
解促進

ＬＧBＴへの理解を普及するた
め、広報紙やホームページ等
を通じた普及に取り組む。

人権啓発リーフレット「しあわせは
みんなの願い」において、ＬＧBＴ
についても掲載を行い、それぞれ
市ホームページへの掲載及び広
報きたもとにあわせた全戸配布を
行った。2月24日（木）に外部講
師を招聘し、LGBTQへの理解を
深める市民講座を開催した。

B

引き続き、広報紙や市ホームペー
ジを通じた市民への啓発を図ると
ともに、団体等に対して、パート
ナーシップの宣誓者に対応した取
扱いの拡大等に配慮するよう周
知を行う。

人権
推進
課

高齢者
への地
域生活
の支援

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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３－２－②生命と性の尊重の意識づくり

人権として
のリプロダク
ティブ・ヘル
ス／ライツの
周知

様々な機会を活用して啓発を
行い、女性の人権侵害につい
ての意識を高め、男女共同参
画社会の重要性を啓発する。

11月24日(水)～11月30日(火)
に市役所で開催した「女性に対す
る暴力をなくす運動パネル展」に
おいて、女性への性暴力等の防
止についての意識啓発を行った。

B

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
の認知度向上のため、様々な手
段や機会により、市民に対して周
知を図る。

人権
推進
課

マタニティ
キーホル
ダーの活用

女性が自らの性や健康につい
ての自己決定権を持つことが
できるよう、普及・啓発活動を
行う。

母子手帳交付時にマタニティキー
ホルダーを全333人配布した。

A
引き続き、事業の際に啓発に努め
る。

健康
づく
り課

健康教育・
性に関する
指導の推進

各学校における保健体育・理
科・特別活動等の学習指導を
通して性に関する指導の充実
を図り、性に関する正しい知
識を身につけ、男女が互いに
尊重しあう態度を育成する。

保健体育・理科・特別活動等の学
習指導を通して性に関する指導
を行っている。さらに指導を充実
させていくために、市教委では、
研修会等の通知を配布し、参加を
促している。

B
各校の取り組み実践を共有して
いく。

学校
教育
課

３０代までの
健康力アッ
プ健診（女
性）

健康診査を受ける機会のない
女性（40歳未満）を対象に、
自分の体について理解を深
め、健康維持や生活習慣病の
予防を推進する機会とする。

集団検診を年15日間実施し、受
診者は319人だった。健診後、個
別保健指導を2回実施し9名参加
した。新型コロナウイルス感染症
対策を合わせて実施した。

B

引き続き、女性特有の疾患やライ
フスタイルに合わせた指導を実施
し、受診しやすい事業の実施に努
める。

健康
づく
り課

各種がん検
診

がんの早期発見、早期治療の
ために検診を実施し、がん死
亡の減少を図り、QOLを推進
するために、検診について啓
発を行うとともに、受診しやす
い環境を整える。

集団検診として、胃・肺・大腸・乳・
子宮がんを同時に15日間実施し
た。個別健診を大腸がん6か月
間、乳がん5か月間、子宮がん3
か月間、前立腺がん6か月間実施
した。延べ受診者数11,620人
だった。

B
引き続き、女性が受診しやすいよ
う配慮し、事業の際に啓発に努め
る。

健康
づく
り課

啓発資料の
作成、配布

がん罹患率が上昇している
中、予防対策・早期発見の手
段のために、啓発のためのパ
ンフレットを作成し、配布を行
う。

30代までの健康力アップ健診
（女性）後の個別保健指導の際
に、健康づくりのためのヒントなど
を掲載したチラシ、パンフレットな
どを配布した。

A
引き続き、事業の際に啓発に努め
る。

健康
づく
り課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

リプロダ
クティ

ブ・ヘル
ス／ライ
ツの意
識啓発

女性特
有の疾
病予防

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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基本目標Ⅳ　【あらゆる暴力の根絶】
４－１　暴力の根絶のための意識啓発
４－１－①意識啓発・広報の充実

暴力防
止に向
けた意
識啓発・
広報の
充実

ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、デート
DＶを防止
するための
啓発

シンフォニーや広報紙、パネル
展などで、女性に対する暴力
防止の啓発を進める。また、
デートDＶについて啓発事業
を検討する。

男女共同参画情報紙「シンフォ
ニー」にDV防止を啓発する内容
を掲載した。女性に対する暴力を
なくす運動パネル展を11月
24(水)～11月30日(火)に市役
所庁舎ホールで開催し、DV防止
のための啓発を行った。パープル
リボンキャンペーンを11月12日
(金)～11月25日(木)に実施し、
全ての市職員及び包括連携協定
を提携している埼玉りそな銀行
（北本支店）、武蔵野銀行（北本支
店）、及び埼玉縣信用金庫（北本
支店）の3つの金融機関並びに郵
便局（北本支店）の職員に対して
名札にパープルリボンを貼付する
よう依頼するとともに、市役所庁
舎2階及び前記の金融機関等に
おいてパープルライトアップを行
い、DV防止のための啓発を行っ
た。成人式の出席者に対して、
DV防止を啓発するチラシ等を配
布した。

B

DVを防止する啓発活動の実施に
向けた検討を進める。
パープルライトアップについては、
協力事業所数の拡大を図る。

人権
推進
課

各種ハラス
メント防止に
向けた啓発

女性の人権侵害についての意
識を高め、男女共同参画社会
の重要性を啓発する。

（再掲　２－１－②） （再掲　２－１－②）
総務
課

各種ハラス
メント防止に
向けた啓発

女性の人権侵害についての意
識を高め、男女共同参画社会
の重要性を啓発する。

（再掲　２－１－②） （再掲　２－１－②）
産業
観光
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

各種ハ
ラスメン
トの防
止【再
掲】

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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４－１－②地域における暴力防止対策の推進

地域に
おける
暴力防
止対策
の推進

自治会、市
民団体等へ
の啓発

自治会、農業委員会、商工
会、人権擁護委員、民生委員・
児童委員、老人クラブなどの
市内の団体や市内事業所など
に向けて、暴力防止の啓発を
行い、暴力を許さないという
意識の浸透を図る。

パープルリボンキャンペーン及び
女性に対する暴力をなくす運動等
の活動を実施並びに市ホーム
ページでの周知等により、全市民
に向けて暴力を許さないという意
識の浸透を図った。新型コロナウ
イルス感染症の影響により、自治
体、老人クラブ等市民団体を対象
とした啓発は実施しなかった。
民生委員・児童委員に対し、県主
催の児童虐待防止サポーター研
修の開催について情報提供し、
46名が参加した。

C
関係各課と連携して市民団体等
への啓発を行う。

人権
推進
課
関係
各課

事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

推進
項目

事業名 事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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４－２　相談体制の充実
４－２－①相談体制の充実

相談窓口の
充実

DV被害者が適切な相談を受
けることができるよう、庁内各
課及び関係機関との連携を図
る。

戸籍担当課、子育て支援担当課、
高齢福祉課及び学校教育担当課
等の庁内各課、並びに関係機関と
連携して、DV被害者の支援相談
等を行った。

A

関係各課及び機関とのさらなる連
携を進めて窓口の充実を図る。ま
た、庁内における窓口の役割分担
等の効率化に向けた検討を行う。

人権
推進
課

相談窓口の
周知

さまざまな機会を通じて、相談
窓口の周知を行うことで、早
期の相談を促し、暴力被害が
長期化し被害者が困難な状況
に陥ることを防止する。

11月24(水)～11月30日(火)に
市役所庁舎ホールで開催した女
性に対する暴力をなくす運動パネ
ル展の会場、市役所の男女共同
参画コーナー及びトイレに相談窓
口に関するチラシを配架し、周知
を行った。また、市ホームページ
及び広報きたもと1月号にあわせ
て全戸配布した男女共同参画情
報紙「シンフォニー」に案内記事を
掲載し、早期相談の促進のための
周知を行った。

B
様々な手段や機会により、市民に
対してさらなる周知を図る。

人権
推進
課

家庭児童相
談の充実

子育てに悩む親の育児不安を
解消するための相談を充実さ
せる。家庭における児童の福
祉について、市民の相談に応
じ、望ましい子育てについて
助言、指導を行う。

家庭における児童の福祉につい
て、市民や関係機関の相談に対
応する。保護者及び児童に不利
益が生じないように、適時アセス
メントを実施し、相談に対応した。
新型コロナウイルス感染症の影響
を考慮し、通常、窓口や訪問によ
り実施していた相談も、電話・E
メールに切り替える等の対応を
行った。

B
適切な支援を行えるよう、関係課
及び関係機関との連携を図る。

子育
て支
援課

教育相談の
充実

電話や面接による教育相談を
充実させ、教育、人権、育児等
についての保護者や児童・生
徒の悩み解消を支援する。

県配置のスクールカウンセラー、
各中学校のさわやか相談員、市
教育センターのカウンセラーによ
る相談を実施した。各小・中学校
においては、教育相談期間を設
け、児童生徒の状況に応じた相談
活動を実施した。スクールソー
シャルワーカーを活用して相談を
必要とする児童・生徒・保護者に
対応を行った。その他、各学校で
は毎月１回、なかよしアンケート
（小学校）及び学校生活アンケー
ト（中学校）を実施した。

B

それぞれの状況に合わせ、アン
ケートや面談等で実態の把握した
り、関係機関と連携を図りなが
ら、よりよい解決に努める。

学校
教育
課

総合相
談窓口
の充実

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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相談しやす
い体制の整
備

DＶ被害に対して、適切な助言
を行う。

女性相談員による女性相談にお
いては、相談者の状況に応じて適
切な対応ができるよう工夫して実
施した。女性相談について、今年
度から電話相談に加えてオンライ
ン相談及びオンライン予約を導入
した。
人権擁護委員による人権相談を
行い、相談しやすい体制の整備を
行った。

A

相談を必要としている人が、本相
談の機会を認知し相談を受けら
れるよう、引き続き周知を図る。女
性相談については、令和3年度よ
り電話相談に加え、インターネット
によるオンライン予約及びオンライ
ン相談を導入したため、サービス
の周知を図る。

人権
推進
課

相談しやす
い体制の整
備

市民が抱える様々な問題に対
して、適切な助言を行う。

次の通り各相談業務を実施した。
・市民相談（毎週月～金曜日）
45件
・消費生活相談（毎週月～金曜
日）　　345件
・法律相談（毎週水曜日・弁護士、
毎月第1・3金曜日　司法書士）
270件
・行政相談（第4水曜日）　2件
・不動産相談（第2金曜日）　１０件

B

市民からの相談に応じ、研修、情
報収集に努め、変化する社会情
勢に対応するべく職員及び消費
生活相談員の対応能力の向上に
努める。令和3年度より開始した
インターネットによるオンライン相
談の普及を行う。

市民
課

女性相談の
実施

専門の女性相談員による相談
を行う。また、必要に応じて専
門機関を紹介する。

専門の女性相談員による相談を
36回実施した。相談は59件で、
DVの相談件数は１１件であった。

A
相談を必要としている人が、本相
談の機会を認知し相談を受けら
れるよう、引き続き周知を図る。

人権
推進
課

相談員の相
談技術向上

相談員や相談担当職員を研
修に派遣し、最新の情報に基
づいた適切な相談を実施す
る。

担当職員が国や県主催の、ＤＶ被
害者の相談対応に関する研修を
受講した。

B
相談者の状況に応じて適切な対
応ができるよう、研修の参加及び
最新の情報収集等に努める。

人権
推進
課

男性のDＶ
被害者に向
けた配慮の
検討【新規】

男性のDＶ被害者が相談を利
用しやすいよう、男性専用の
利用時間帯や窓口、電話相談
の設置など、検討を行う。

他自治体の設置状況等について
情報収集を行い、検討を行った。

C

引き続き、男性のDＶ被害者が相
談を利用しやすいよう、男性専用
の窓口等の設置の検討を進め
る。また、既存の窓口においても
相談は受け付けているため、相談
を必要としている男性のDV被害
者が、相談の機会を認知し相談を
受けられるよう、周知を進める。

人権
推進
課

相談し
やすい
体制の
整備

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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４－３　暴力被害者の保護・支援
４－３－①被害者の安全確保・緊急避難体制の確保

暴力被害者
の緊急時安
全確保と対
応

警察署及び緊急一時保護施
設との連携を図り、被害者の
安全を確保する。

緊急一時保護施設等への避難を
要する案件はなかった。有事に対
応できるよう、連携体制を整え
た。

A
緊急時に十分な対応が常時可能
となる人員体制の確保を行う。

人権
推進
課

暴力被害者
の緊急時安
全確保と対
応

緊急一時保護等の被害者に
対して、生活保護制度の適切
な運用を図る。

関係機関と連携を図り、必要に応
じて婦人相談センター入所者へ
の生活保護を適用する（０件／
年）。

B
引き続き関係機関と連携し事業
を継続する。

共生
福祉
課

暴力被害者
の緊急時安
全確保と対
応

DＶ被害者が同伴する子ども
の安全の確保について、関係
機関と連携を図り、適切に対
応する。

保護者及び児童に不利益が生じ
ないように、関係機関と連携し、
相談に対応した。

A
保護者及び児童の心理状況へ配
慮した対応を心がける。

子育
て支
援課

暴力被害者
の緊急時安
全確保と対
応

DＶ被害者が同伴する子ども
の安全の確保について、関係
機関と連携を図り、適切に対
応する。

相談者の心理状態に十分に配慮
した。

Ｂ
今後も子どもの安全確保につい
て、組織で対応することを教職員
間で共通理解を図る。

学校
教育
課

DＶ対策連
携会議の充
実

DＶ被害者の保護及び被害者
の自立に向けての支援を円滑
に行うことができるよう、庁内
各課の連携を図る。

DV対策連携会議は開催しなかっ
たが、本会議を開催する際には
DV被害者への支援を十分にでき
るよう庁内各課との連携を随時
図った。

B

緊急時に適切な対応ができるよう
に、DV対策連携会議を開催す
る。各部署の役割分担の整理や
見直しの検討を行う。

人権
推進
課

要保護児童
対策地域協
議会の充実

要保護児童の適切な保護を
図るため、児童福祉法第25条
の2第1項に規定する要保護
児童対策地域協議会を設置
する。

保護者及び児童に不利益が生じ
ないように、適時アセスメントを実
施し、相談及び関係機関との連携
に対応した。

A
保護者及び児童の心理状況へ配
慮した対応を心掛ける。

子育
て支
援課

被害者等の
届出手続き
に関する支
援

DＶ被害者の、市役所での諸
手続きが安全かつ迅速に行え
るよう窓口に同行し支援する。

DV被害者が市役所での手続きを
安全かつ迅速に行えるように、庁
内各課の担当職員が各窓口に同
行し支援した。

A
引き続き、関係各課と連携の上、
DV被害者の手続について支援す
る。

人権
推進
課

被害者等の
届出手続き
に関する支
援

DＶ被害者の諸手続きを安全
かつ迅速に行う。

人権推進課と連携をとり住民基
本台帳法上の支援措置を行っ
た。

Ｂ

支援の延長・終了届が期限内に
提出されないケースが多くあるた
め、再通知や電話連絡等を頻繁
に行っており、その対応に苦慮し
ている。
今後、期限内での提出を行っても
らえるよう申請や延長時に丁寧に
説明するなど、適切な対応を行っ
ていく。

市民
課

被害者等の
届出手続き
に関する支
援

DＶ被害者の諸手続きを安全
かつ迅速に行う。

保護者及び児童に不利益が生じ
ないように、関係機関と連携を図
り、対応した。

A
保護者及び児童の心理状況へ配
慮した対応を心掛ける。

子育
て支
援課

被害者等の
届出手続き
に関する支
援

DＶ被害者の諸手続きを安全
かつ迅速に行う。

諸手続きの迅速化と適切な情報
管理を行うための対応マニュアル
を担当課内に備え付け、関係機
関との連携を速やかに行った。
対応件数は５件であった。

B
子どもの安全の確保のために、関
係各所との連携を慎重かつ適切
に図った。

学校
教育
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

暴力被
害者の
緊急時
安全確
保と対

応

被害者
等の届
出手続
きに関
する支

援

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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４－３－②被害者の自立支援

被害者の自
立に関する
支援の充実

DＶ被害者の自立に向けて、
関係機関との連携を図り、必
要に応じて同行支援を行い、
被害者の早期の自立を目指
す。

DV被害者の自立に向けて、関係
機関との連携を図った。緊急一時
保護施設等への移送及び医療機
関への受診に係る同行支援を要
する案件はなかった。

A
被害者ごとに状況が異なるため、
関係機関との連携をさらに強化
し、支援体制をより一層整える。

人権
推進
課

被害者の自
立に関する
支援の充実

DＶ被害者の自立に向けて、
届出手続きを適切に行う。

人権推進課と連携をとり住民基
本台帳法上の支援措置を行っ
た。

Ｂ
支援の延長・終了届が提出された
際に、丁寧に意思等を聞き取り、
自立に向けて対応を行っていく。

市民
課

被害者の自
立に関する
支援の充実

DＶ被害者の自立に向けて、
生活保護制度の適切な運用
を図る。

関係機関と連携を図り、必要に応
じてDV被害者への生活保護を適
用する（１件／年）。

B
引き続き関係機関と連携し事業
を継続する。

共生
福祉
課

被害者の自
立に関する
支援の充実

手当の申請等の手続きを適切
に行う。また、必要に応じてD
Ｖ被害者が同伴する子どもの
相談を行う。

保護者及び児童に不利益が生じ
ないように、関係機関と連携を図
り、対応した。

A
保護者及び児童の心理状況へ配
慮した対応を心掛ける。

子育
て支
援課

被害者の自
立に関する
支援の充実

保育所入所の相談、手続き等
を適切に行う。

DV被害者が同伴する子どもにか
かわる保育所入所の手続きにつ
いて、関係機関と連携を図り、迅
速に対応している。

A
保護者及び児童の心理状況へ配
慮した対応を心がける。

保育
課

被害者の自
立に関する
支援の充実

被害者が同伴する児童の就
学等に速やかに対応するとと
もに、児童に対し学校と連携し
て適切な心のケアを行う。ま
た、転校先や居住地等の情報
の適切な管理を行い学校にお
いて安全確保に努める。

それぞれの状況に合わせ、関係
各所との慎重かつ適切な連携を
するとともに、児童生徒が安心し
て学校生活を送ることができるよ
う、学校と連携した。

B

児童生徒が安心した学校生活が
送れるよう、適切な心のケアを行
い、関係各所と連携を図ってい
く。

学校
教育
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

被害者
の自立
に関す
る支援
の充実

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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基本目標Ⅴ　【男女共同参画の推進体制の強化】
５－１　計画の総合的な推進体制の充実
５－１－①庁内における男女共同参画の推進

女性の管理
職への登用

行政組織の中での男女共同
参画を推進するため、昇任・昇
格等において女性を積極的に
登用する。

女性職員の管理職への登用を積
極的に行った。
女性職員の主幹級昇格者は5名
であった。

C
女性職員に対して昇格試験を受
験するように促すほか、積極的に
登用していく。

総務
課

性別にとら
われない職
員配置の推
進

女性のみ男性のみといった、
慣例的な職員配置を見直し、
個人の能力・適性に応じた職
員配置を行う。また、職員の採
用にあたっても、性別にとらわ
れない職員採用を実現する。

職員の能力や適性を考慮した職
員配置を推進した。また、職員採
用にあたっても、性別にとらわれ
ない人物重視による選考を行っ
た。

B

引き続き、性別にとらわれることな
く、個人の能力や適性に応じた職
員配置を行う。また、職員採用に
あたっても引き続き人物重視の選
考を行う。

総務
課
（関
係各
課）

女性の研修
機会の拡大

女性の研修機会を拡大し、女
性の人材育成を行う。

自治人材開発センター等研修の
参加者78人中女性職員は29
人、北足立北部共同研修会の参
加者28人中女性職員は10人、
自主研修の参加者157人中女性
職員は56人であった。

B
引き続き、積極的に女性職員に対
して研修を受講する機会を付与
し、人材育成を図る。

総務
課
（関
係各
課）

職員の能力
開発の支援

女性が意思決定部門や政策
決定部門へ参画できるよう、
特に政策形成能力の養成に
重点を置いた各種研修に参加
できるような体制作りを行い、
管理職としての能力開発及び
意識改革を図る。

主幹級職員を対象に、業務遂行
上で生じる課題に対し、より早く
的確な対応策を講じられるよう判
断力の強化を図るとともに、対応
策の実施に踏み出すための決断
力を高め、さらに職位に応じ求め
られる説明力を養うことを目的と
した研修を開催した。参加者27
人中女性参加者は8人であった。

B

自治人材開発センターによる「女
性職員のためのキャリアデザイン
研修」等の女性のキャリアアップ
に関する研修を通して、女性職員
の意識改革等に努める。

総務
課
（関
係各
課）

男性職員の
育児休業・
介護休業の
取得促進

男性の育児休業・介護休業の
取得促進のため、制度の周知
を図る。

子どもが生まれた職員に対し、子
育て支援ガイドブックを配布し、
休暇制度等の周知を図った。
出産又は育児等及び介護に係る
男性職員の休暇等の取得状況は
次のとおりであった。
・育児休業取得者　2人
・配偶者出産休暇取得者　4人
・育児参加休暇取得者　4人
・介護休暇取得者　0人

B
男性の育児休業取得や、介護休
暇等の取得促進のため、さらなる
周知徹底を行う。

総務
課

部下や同僚
等の育児、
介護、ワー
ク・ライフ・バ
ランス等に
配慮できる
職員の育成

子育て職員支援研修や、男性
のための育児休業取得支援
研修等を実施し、子育て等を
しながら活躍できる職場風土
を醸成する。

フレックスタイム制を導入し、職員
一人ひとりのライフサイクルに合
わせた柔軟な働き方が可能とな
り、子育て等をしながら活躍でき
る環境を整備することができた。

C
フレックスタイム制の利用促進、
男性職員の育児休業取得支援に
努める。

総務
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

施策の
立案や
決定の
過程に
おける
男女共
同参画
の推進

女性の
研修機
会の拡

大

男性職
員の家
庭参画
の促進

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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５－１－②庁内推進体制の充実

庁内推進体
制の充実

男女共同参画の推進は、総合
行政という視点から推進する
必要があり、横断的な組織で
の調整をすることで、全庁的
に取り組みを進める。

庁内の課長級職員で構成する男
女共同参画推進委員会を3回開
催し、男女共同参画の推進に関
する年次報告書の作成及び第六
次男女行動計画の策定等に関す
る審査等を実施した。

A
引き続き、男女共同参画推進委
員会の開催及び日常業務を通じ
て、庁内で横断的な調整を図る。

人権
推進
課

職員研修の
充実

市職員が、男女共同参画の視
点を持って業務にあたること
ができるよう研修を実施する。

新規採用職員を対象とし、男女共
同参画研修を実施し、24人が受
講した。

B
引き続き、男女共同参画研修を
実施する。

総務
課

職員研修の
充実

市職員が、男女共同参画の視
点を持って業務にあたること
ができるよう研修を実施する。

2月2日（水）に県男女共同参画
推進センターの専門員を講師とし
て派遣し、職員研修を実施した。

A
引き続き男女共同参画に関する
職員研修を実施する。

人権
推進
課

５－１－③計画の進行管理

男女共同参
画審議会の
充実

計画の推進や市の男女共同
参画推進施策について、審議
する。

書面開催により２回会議を開催
し、男女共同参画の推進に関する
年次報告書の作成及び第六次男
女行動計画の策定等について意
見を聴取した。

B

前年度の事業報告及び当年度の
事業案等の審査、並びに第六次
男女行動計画策定に向けて、審
議会を開催する。

人権
推進
課

男女共同参
画の推進に
関する年次
報告書の作
成・公表

事業の進捗状況を公表する。

第五次男女行動計画に係る事業
の進捗状況等を「男女共同参画
の推進に関する年次報告書」とし
てとりまとめ、市ホームページで
公表した。

A
引き続き、男女共同参画審議会に
おける審議を経て市ホームページ
で公開を行う。

人権
推進
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針事業の実施状況 評価
担当
課

庁内推
進体制
の充実

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

ＰDCA
サイクル
に基づ
く計画
の進行
管理

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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５－１－④調査研究・情報の収集と提供

男女共
同参画
に関す
る調査
研究・情
報の収
集と提
供

男女共同参
画に関する
情報収集・
提供

男女共同参画に関する情報を
提供する。

国や県が発信する情報を随時収
集し、最新情報の集積を図った。
男女共同参画コーナーへの資料
等の配架及び6月2３日(水)～６
月２９日(火)まで開催した男女共
同参画推進パネル展でのパネル
等の掲示により、市民に対して情
報提供を行った。

A
市民に対する情報提供をより一
層効果的なものとするための方法
等を検討する。

人権
推進
課

５－１－⑤国・県・市民・団体・事業者等との協働

市民、事業
者等への男
女共同参画
に関する情
報提供

男女共同参画に関する情報を
提供する。

男女共同参画コーナーへの資料
等の配架及び6月23日(水)～６
月29日(火)まで開催した男女共
同参画推進パネル展でのパネル
等の掲示により、市民に対して情
報提供を行った。

A
市民等に対する情報提供をより
一層効果的なものとするための方
法等を検討する。

人権
推進
課

国・県との連
携

国・県との連携を深める。

県主催のパープルリボンタペスト
リーの制作に参加した。
男女共同参画情報紙「シンフォ
ニー」において県男女共同参画推
進センターに取材を行い、特集記
事を作成した。

B
様々な機会を通じて国及び県と
連携を深め、推進体制を強化す
る。

人権
推進
課

研修等への
講師派遣

男女共同参画に関する講師を
派遣する。

県男女共同参画推進センターより
講師を派遣し、１月14日（金）に文
化センター主催の市民学校であ
る考人学級を実施した。

A

各団体に男女共同参画に関する
研修の実施を促すとともに、講師
の派遣が可能であることを周知す
る。

人権
推進
課

男女きらき
ら北本いっ
しょにプログ
ラム（男女共
同参画推進
者登録制
度）の推進

男女共同参画推進者登録制
度により、市民・事業者・各種
団体の活動を支援する。

令和3年度末現在で11件の登録
がある。また、社会の動向を考慮
し、他自治体の取組を参考にした
上で、今後の制度の在り方を検討
し、改定方針を決定した。

D

男女共同参画の推進に取り組む
事業所及びＬＧＢＴＱへの理解を
推進する事業所を認証する制度
に改定する。

人権
推進
課

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

市民・団
体・事業
者との
協働に
よる男
女共同
参画の
推進体
制強化

推進
項目

事業名 事業の目的・内容 課題・方針
担当
課

事業の実施状況 評価

　　　【評価】
　　　Ａ…計画どおり達成
　　　Ｂ…概ね達成
　　　Ｃ…達成半ば
　　　Ｄ…不十分
　　　Ｅ…未実施
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３ 男女共同参画への配慮 

第五次北本市男女行動計画の施策体系に沿って位置付けられた事業（117 事業）

ついて、男女共同参画の視点からの配慮を行ったか以下のポイントで担当課がチェ

ックを行いました。 

男女共同参画配慮度チェックポイント 
令和 4年度 

事業数 

令和 3年度 

事業数 

① 事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識

した。 
101 98 

② 女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう

配慮した。 
100 92 

③ 男女それぞれに事業の効果があった。 95 87 
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北本市男女共同参画推進条例 

 平成１８年７月１日施行 

条例第１号 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法

にうたわれており、国内においては、男女平等

の実現に向けた取組が、女子に対するあらゆ

る形態の差別の撤廃に関する条約の採択など

国際社会における取組と連動して、積極的に進

められてきた。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担

意識等に基づく社会の制度や慣行は依然とし

て根強く、配偶者等からの暴力が社会問題化

するなど、真の男女平等の達成には多くの課題

が残されている。 

本市においては、北本市男女行動計画を策

定し、男女共同参画を推進してきた。 

一方、少子・高齢化、核家族化、情報化、国

際化など多様な変化は、更に進んでいる。 

こうした現状を踏まえ、私たちのまち「北本」

が、将来にわたって発展していくためには、男

女が互いの人権を尊重しつつ、性別にかかわ

りなく市民一人ひとりがその個性と能力を十分

に発揮し、家庭、職場、学校、地域など社会の

あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参

画社会の実現が重要である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現

に向けて、基本理念を明らかにし、市、市民及

び事業者が協働して、一人ひとりが輝きまちが

輝く北本を築くため、この条例を制定する。 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関

し、基本理念を定め、市、市民、事業者、教

育に携わる者及び地域活動に携わる者の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画の

推進に関する施策の基本的事項を定めるこ

とにより、男女共同参画に関する取組を総合

的かつ計画的に推進し、もって一人ひとりが

輝きまちが輝く北本の実現に寄与することを 

目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うこ

とをいう。 

(2) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、

恋人その他の親密な関係にある者又はあ

った者からの身体的、精神的又は経済的

な暴力をいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動

により相手方の生活環境を害し、又は性的

な言動に対する相手方の対応によって不

利益を与えることをいう。 

(4) 積極的格差是正措置 第 1号に規定す

る機会に係る男女間の格差を是正するた

め必要な範囲内において、男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念

にのっとり推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ

ること、男女が直接的であるか間接的であ

るかを問わず性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が個人として能力を発

揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基

づく社会における制度又は慣行が、男女の

社会における活動の自由な選択に対して
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影響を及ぼすことのないよう配慮されるこ

と。 

(3) 市における政策又は民間の団体におけ

る方針の立案及び決定に、男女が共同し

て参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と

社会の支援の下に、子育て、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動及び職業生

活その他の社会生活における活動に対等

に参画することができるようにすること。 

(5) 男女共同参画の推進に向けた取組が

国際社会における取組と密接な関係を有

していることにかんがみ、国際的な協調の

下に行われること。 

(6) ドメスティック・バイオレンスその他の性

別に起因する暴力及びセクシュアル・ハラ

スメントが根絶されること。 

(7) 妊娠、出産その他の性と生殖に関する

事項に関し、男女が互いの性を理解し合う

こと、自らの意思が尊重されること及び生

涯にわたり健康な生活を営むことができる

こと。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基

本理念」という。)にのっとり、男女共同参画

の推進に関する施策(積極的格差是正措置

を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び

実施するものとする。 

２ 市は、自らが率先し、男女共同参画を推進

するものとする。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職

場、学校、地域その他の社会のあらゆる分

野(以下「あらゆる分野」という。)において、

男女共同参画についての理解を深め、積極

的に男女共同参画を推進するとともに、市が

実施する男女共同参画の推進に関する施策

に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その

事業活動を行うに当たっては、男女が共同し

て参画することができる体制の整備に取り

組むとともに、市が実施する男女共同参画

の推進に関する施策に協力するよう努めな

ければならない。 

(教育に携わる者の責務) 

第７条 学校教育、社会教育等の教育に携わる

者は、男女共同参画の推進における教育の

重要性を考慮し、基本理念に配慮した教育

を行うよう努めなければならない。 

(地域活動に携わる者の責務) 

第８条 自治会活動、コミュニティ活動その他

の地域活動に携わる者は、基本理念にのっ

とり、男女共同参画の視点に配慮し、活動を

行うよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第９条 何人も、いかなる場においても、性別

による差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、いかなる場においても、ドメスティ

ック・バイオレンスその他の性別に起因する

暴力行為を行ってはならない。 

３ 何人も、いかなる場においても、セクシュア

ル・ハラスメントを行ってはならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第１０条 何人も、広報、広告その他の公衆に

表示する情報において、性別による固定的

な役割分担若しくは男女間の暴力等を助長

し、若しくは連想させる表現又は過度の性的

な表現を行わないよう努めなければならな

い。 

２ 何人も、提供される情報が男女共同参画の

推進を妨げるおそれがあるか否かを自主的

かつ適切に判断することができるよう努めな

ければならない。 

(基本計画) 

第１１条 市長は、男女共同参画の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するため、

男女共同参画の推進に関する基本的な計画
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(以下「基本計画」という。)を策定するものと

する。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画の推進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参

画の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、

市民の意見を聴くとともに、北本市男女共同

参画審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速や

かにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について

準用する。 

(推進体制の整備) 

第１２条 市は、男女共同参画に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な

体制を整備するものとする。 

(拠点施設) 

第１３条 市は、男女共同参画の推進に関する

施策を実施し、市民及び事業者による男女

共同参画の推進に関する取組を支援するた

めの拠点施設の設置に努めるものとする。 

(積極的格差是正措置) 

第１４条 市は、あらゆる分野における活動にお

いて、男女間に参画する機会の格差が生じ

ている場合は、市民及び事業者と協力し、積

極的格差是正措置が講ぜられるよう努める

ものとする。 

２ 市は、市の政策の立案及び決定の過程にお

いて、男女の職員が共同して参画する機会

の格差が生じている場合は、積極的格差是

正措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市長その他の執行機関は、審議会等の委

員を委嘱し、又は任命するに当たっては、積

極的格差是正措置を講ずることにより、男女

の均衡を図るよう努めるものとする。 

(市民及び事業者との協働) 

第１５条 市は、市民及び事業者と協働し、男女

共同参画を推進するため、必要な措置を講

ずるものとする。 

 

(広報活動等) 

第１６条 市は、男女共同参画の推進に関し、

市民及び事業者の理解を深めるため、広報

活動、学習機会の提供その他必要な措置を

講ずるものとする。 

(表彰) 

第１７条 市は、男女共同参画の推進に関する

取組を普及させるため、当該取組を積極的

に行っている市民及び事業者の表彰を行う

ことができる。 

(家庭生活及び職業生活の両立支援) 

第１８条 市は、男女が共に家庭生活及び職業

生活を両立することができるよう、必要な支

援を行うとともに、子育て、家族の介護等の

ための環境整備に努めるものとする。 

(調査研究) 

第１９条 市は、男女共同参画の推進に関して

必要な事項について、調査研究を行うものと

する。 

(年次報告) 

第２０条 市長は、男女共同参画の推進に関し

て講じた施策に関する報告書を作成し、毎

年、これを公表するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する報告書について、

速やかに北本市男女共同参画審議会の意

見を聴くものとする。 

(北本市男女共同参画審議会) 

第２１条 北本市男女共同参画審議会は、市長

の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関す

る事項について調査審議する。 

(苦情の処理等) 

第２２条 市長は、男女共同参画の推進に関す

る施策又は男女共同参画の推進に影響を及

ぼすと認められる施策に関し、市民又は事
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業者から苦情の申出を受けたときは、必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市長は、性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画の推進を阻害する人権の侵

害に関し、市民又は事業者から相談の申出

を受けたときは、関係機関と連携し、必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 市長は、第１項の申出に対応する場合にお

いて、必要と認めるときは、北本市男女共同

参画審議会の意見を聴くものとする。 

(委任) 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18 年７月１日から施行す

る。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際現に策定されている第

二次北本市男女行動計画は、第 11条第１項

の規定により策定された基本計画とみなす。 

(北本市執行機関の附属機関に関する条例の一

部改正) 

３ 北本市執行機関の附属機関に関する条例

(昭和 56 年条例第 26 号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１市長の附属機関北本市男女共同

参画審議会の項中「男女行動計画策定に関

する事項及び」を削る。 
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わたしたちは 

互いに人権を尊重し、責任を担い 

性別にとらわれることなく 

世代を超えて 

多様な生き方を認め合い 

家庭 学校 地域 職場で 

自分らしく輝き 

心豊かにいきいきと 

暮らせるまち 北本市を築くため 

ここに｢男女共同参画都市｣を宣言します 

 

 

平成 18年 11月 19日 

北本市 

 


